
令和３年度政策評価（公共事業評価：事前評価）の審議経過

◇議事
(1)令和3年度再評価に係る付帯意見への対応
(2)農業農村整備事業における追加要望への対応方針
〔内田委員長、渡部副委員長、柏木委員、厚井委員、千葉委員、中津川委員、中前委員〕

３ 令和４年度第２回公共事業評価専門委員会《R4.5.20》

１ 令和３年度第６回公共事業評価専門委員会《R4.2.3》

◇委員担当地区ヒアリング《R4.4.12～4.21》
ヒアリングの結果、審議地区（２地区）、専決地区（28地区）に区分（1地区取り下げ報告）

現地調査(5月16日 内田委員長)：音更町 (道営土地改良事業費(水利施設等保全高度化事業)南中音更地区)

◇全員評価地区ヒアリング・現地調査
《R4.4.8 ヒアリング・現地調査(稚内市)》

道営土地改良事業費（草地畜産基盤整備事業）樺岡第2地区【稚内市】

〔内田委員長、渡部副委員長、柏木委員、厚井委員、千葉委員、中津川委員、中前委員〕

《R4.4.15 ヒアリング》

道営土地改良事業費（農地整備事業）富士地区【栗山町・由仁町】

〔内田委員長、渡部副委員長、柏木委員、厚井委員、千葉委員、中津川委員、中前委員〕

《R4.4.22 ヒアリング・現地調査(旭川市)》

都市計画街路事業費（社会資本整備総合交付金）３・３・８ 金星橋通 ３・３・20 永山東光線【旭川市】

都市計画街路事業費（社会資本整備総合交付金）３・３・26 愛国北園通【釧路市】

〔内田委員長、渡部副委員長、柏木委員、厚井委員、中津川委員〕

◇評価対象
道が実施する公共事業（国庫補助事業等）の施工地区のうち、令和５年度の国費予算要望を予定してい

る事業費が10億円以上の地区等が対象

◇対象地区数
35地区（農政部28地区、水産林務部1地区、建設部６地区）

◇評価の視点
(1) 事業の必要性 (2) 事業内容等の適切性 (3) 代替案の検討 (4) 緊急性・優先性
(5) 環境への影響・配慮 (6) 事業の妥当性 (7) 事業効果

全員評価地区４地区と委員担当地区31地区の決定

２ ヒアリング《R4.4.8～4.22》

４ 令和４年度第２回政策評価委員会《R4.5.26》

（付帯意見）道営土地改良事業費（農地整備事業（中山間地域型））【富士地区】
令和３年度公共事業（大規模等）事前評価対象地区に関し、事前評価後に環境情報協議会に諮った結
果、事業内容に変更が生じた場合には、公共事業評価専門委員会に報告し、審議を受けること。

令和４年度第１回公共事業評価専門委員会《R4.4.15》

◇議事
(1)道営農業農村整備事業に係る追加要望に対する考え方
(2)令和3年度公共事業（大規模等）事前評価対象地区の審議

◇審議結果（34地区） ※１地区取り下げ

３３地区は「要望を行うことは妥当」
道営土地改良事業費（富士地区）について、委員会の審議を踏まえて「付帯意見」を付与
広域河川改修事業費（雨竜川地区）については「継続審議」

〔内田委員長、渡部副委員長、柏木委員、厚井委員、千葉委員、中津川委員、中前委員〕
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